
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境港市立地適正化計画（案） 

概要版 
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全国的に人口減少や高齢化が進む中、将来的に医療、福祉、子育て支援、商業等、日常生活に必要なサ

ービスや地域コミュニティ、社会インフラの維持が困難になっていくことが予想されます。そこで、この

まま人口減少が進んだとしても、高齢者をはじめ誰もが安心して暮らすことができるまちを実現するた

めに、生活に必要なサービスを維持し、これらのサービスが集積する拠点と市内各地区とを公共交通で

結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づいたまちづくりを進める必要があります。 

境港市では、令和４（2022）年３月に「境港市都市計画マスタープラン」を改定しました。本市は約

29km2の限られた市域に港湾、漁港、空港等の社会インフラを備え、都市機能が明解かつコンパクトに

まとまっているという特色ある土地条件を活かすとともに、都市全体の構造を見渡しながら今後の社会

変化に柔軟に対応し、住宅及び医療、福祉、商業等、住民生活に必要な施設、サービスの誘導とそれらを

繋ぐ公共交通を整備することにより、「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現する都市の将来像を

基本方針に定めています。 

以上の背景を踏まえ、現在の都市構造や土地利用を基本としながら、将来にわたって持続可能な「コン

パクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進することを目的として、「境港市立地適正化計画」

を策定しました。 

 

「立地適正化計画」とは、都市計画を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能

の誘導により「コンパクト・プラス・ネットワーク」への都市構造の転換を推進する計画で、平成 26

（2014）年 8 月の「都市再生特別措置法」の改正により制度化されたものです。 

制度上、対象区域は都市計画区域内を基本とし、市街化区域内に生活に必要な医療、福祉、商業等の都

市機能や居住機能を誘導する区域及び誘導方法を設定する必要があります。 

また、頻発・激甚化する自然災害の災害リスクを踏まえた居住誘導、開発抑制を図るために、都市の防

災に関する機能を確保する指針（防災指針）を具体的な取組とともに計画に定めることとされています。 

 

 

出典：立地適正化計画作成の手引き【基本編】（令和 7 年 4 月） 

図 1 立地適正化計画制度のイメージ  

計画策定の背景・目的 

立地適正化計画とは 
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本市における人口、土地利用、都市交通等の各種現状整理結果を踏まえた課題を以下のとおり整理し、

その課題に対する具体的な方向性として、まちづくりの基本理念に沿って「まちづくりの方針」を次のと

おり設定します。 

 
図 2 まちづくりの方針 

 

本市は既にコンパクトなまちであり、複数の都市機能が集積する各地域が主要道路により結ばれてい

ます。本計画では市街化区域を中心に各地域の機能・役割を考慮して誘導区域を定めていくため、機能面

を考慮して以下のとおり各地域に拠点を設定し、目指すべき都市の骨格構造として位置づけます。 

  
図 3 拠点の位置づけ・目指すべき都市の骨格構造 

拠点類型 役割 主な対象地域 

中心拠点 市域各所からの公共交通アクセス
性に優れ、住民に行政中枢機能、総
合病院、相当程度の商業集積等の高
次の都市機能を提供する拠点 

境港駅周辺・上道 

交流拠点 市外からの寄港機能を備え、観光の
玄関口としての役割を果たすとと
もに、地域住民への生活サービスも
提供する拠点 

夢みなと周辺 

地域拠点 地域の中心として、地域住民に食品
スーパーや医療機関等、主として日
常的な生活サービス機能を提供す
る拠点 

境、余子、外江、夕
日ヶ丘 

生活拠点 市街化区域外であるものの、人口減
少が緩やかであり、付近の地域拠点
等と連携して生活サービスを提供
する拠点 

誠道、中浜、渡 

居住地域 （市街化区域内かつ上記の区域に
属さないエリアのうち）一定の人口
が集積する居住地 

住居・商業系用途
地域 

 

魅力と活気に満ちたまち 
心豊かに、共に生き、支え合うまち 

まちづくりの基本理念 
（まちづくり総合プラン）※ 

Ⅲ.誘導区域外を含めた全市的な住みやすさの実現 
・本市は全域が都市計画区域内（＝本計画の対象）であることに留意し、誘

導区域外で居住する人々も含めて生活利便性を確保できる、コンパクト・プラ

ス・ネットワークを基本としたスマートなまちづくりを目指す。 

Ⅱ.定住環境の充実による地域で支え合う暮らしの実現 
・子育て、教育、福祉サービス等の充実や、空き家の有効活用や既存住宅地の

再生、公共交通へのアクセス性の充実等により、地域コミュニティが持続可能性

を有し、世代や国籍を超えて支え合い、住み続けられるまちづくりを目指す。 

Ⅳ.誰もが安全・安心に暮らせる都市の形成 
・近年激甚化する各種災害に備え、災害リスクを回避・低減できる取組を検討す

るほか、高齢者や要配慮者等を含め、誰もが安全で安心して過ごすことができる

まちづくりを目指す。 

Ⅰ.地域特性を活かした拠点と誘導区域の設定 
・中心市街地であり水木しげるロードといった観光資源も有する境港駅周辺、都

市計画道路で結ばれた集落や、各種生活サービス機能の立地状況をもとに、

将来的に適切な生活圏が維持できるよう居住誘導区域を設定するほか、拠点

の役割に応じて誘導すべき都市機能を設定する。 

まちづくりの方針 現状整理を踏まえた課題 

人口減少、高齢化率の増加が見
込まれており、限られた財源の中
で既存ストックを活かした効率的
なまちづくりが必要 

水害等の災害リスクがあるエリアも
一部見られているほか、空き家も
増加している等、より安心して住む
ことができるまちづくりが必要 

公共交通網が市街化区域外を
含めて広くカバーしているほか、生
活サービス機能も市内全域で分
布しており、現状の生活圏域を考
慮したまちづくりが必要 

※都市計画マスタープランも同じ基本理念を踏襲  

立地適正化の基本的な方針 
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誘導区域を設定するにあたっては、「市街化区

域か否か」「公共交通ネットワークが確保できる

か否か」「制度上、誘導区域に含めてはならない

もしくは含まないこととすべき箇所（用途地域・

災害安全性）の考慮」を確認したうえで、居住誘

導区域・都市機能誘導区域を設定します。なお、

居住誘導区域では「居住を維持するための都市機

能が充実しているか、または人口密度が維持され

る想定か」、都市機能誘導区域では「拠点と位置

付けられるべき都市機能が充実しているか」とい

った観点をもとに、土地区画の連続性等も踏まえ

ながら設定しました。 

居住誘導区域を設定することで、区域外で一定

規模以上の開発や建築行為を行う場合は、市長へ

の届出が必要となります。 

また都市機能誘導区域を除く立地適正化計画

の区域内で、次頁で紹介する誘導施設の開発・建

築等の行為を行おうとする場合には、市長への届

出が義務づけられます。なお都市機能誘導区域内

で、誘導施設を休止または廃止しようとする場合

にも、市長への届出が義務づけられます。     図 4 本市における誘導区域と拠点の位置づけ   

    

 

図 5 本市における誘導区域と拠点の位置づけ（イメージイラスト）  

居住誘導区域・都市機能誘導区域 居住誘導区域・都市機能誘導区域 居住誘導区域・都市機能誘導区域 
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誘導施設としての都市機能は、国土交通省が示す 7 つの機能に交通機能を加えて、以下のとおり位置

づけます。 

 

行政機能 市役所（本庁舎、分庁舎） 

介護福祉機能 地域包括支援センター 

子育て機能 子育て世代包括支援センター 

商業機能 大型小売店舗、スーパーマーケット 、ドラッグストア 

医療機能 病院 （総合病院含む） 

金融機能 銀行、信用金庫 、郵便局 

教育・文化機能 市民交流センター（みなとテラス） 

交通機能 JR 境線（境港駅、馬場崎町駅）、船着き場（隠岐汽船乗場、境夢みなとターミナル） 

 

図 6 本市における誘導施設の位置づけ 

誘導施策とは、「まちづくりの方針」の実現に向けて、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方を

もとに各拠点間を結ぶ役割である公共交通との連携を図りながら、居住及び都市機能の誘導を実現する

ために行う施策です。誘導施策の実施主体と取組スケジュールを以下に示します。 

 

表 1 誘導施策と取組スケジュール 

関連する 

まちづくりの方針 
誘導施策・事業名 実施主体 

実施時期 

短期(5 年間) 中期(10 年間) 長期(20 年間) 

Ⅰ 届出・勧告制度の活用 市    

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ 都市構造再編集中支援事業 市（国による支援）    

Ⅰ 都市再生整備計画 市（国による支援）    

Ⅰ 
境港市夕日ヶ丘地区小売業立地 

促進補助金 
市 

   

Ⅱ.Ⅳ 予約型乗り合いバス（みなとーる） 市    

Ⅱ.Ⅳ 
路線バス ICOCA 導入費用市町村 

負担金 
国、県、市 

   

Ⅱ.Ⅲ 空家利活用移住定住奨励金 市    

Ⅱ.Ⅲ 空き家・空き地情報バンク 市    

Ⅱ.Ⅲ 空家除却支援事業費補助金 市    

Ⅱ.Ⅲ 境港市震災に強いまちづくり 

促進事業補助金 
市（国による支援） 

   

Ⅲ 長期優良住宅に係る支援制度 市（国による支援）    

Ⅲ 定期借地権付分譲地 市    

Ⅲ 住宅地貸付制度 市    

Ⅲ.Ⅳ 境港市地域防災計画 市    

有期施策    常設施策     適時実施施策 

  

▲大型小売店舗の例：PLANT-5 境港店 ▲病院の例：済生会境港総合病院 ▲船着き場：境夢みなとターミナル

誘導施設 

誘導施策 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2025年 

誘導施設 

2045 年 

2045 年 

2045 年 

2045 年 
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防災指針とは、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るた

めの指針です。本市の災害リスクを踏まえ、防災・減災に向けて必要な取組の方針や具体的な取組をハー

ド・ソフト両面で整理しました。災害リスクの課題整理にあたっては、想定される災害リスクと都市情報

を重ね合わせ、地区毎の防災上の課題を整理しています。 

また、防災指針に関する取組の進捗を管理するため、目標指標及び目標値を設定しました。 

 

 

図 7 防災上の課題の例 

 

表 2 取組方針及び具体的な取組・スケジュール（抜粋） 

分類 取組方針 具体的な取組 実施主体 
実施時期の目標 

短期 

(5 年間) 

中期 

(10 年間) 

長期 

(20 年間) 

回避 

災害リスクの低い 

地域への誘導 
居住誘導区域への移転促進 市   ○ 

空き家対策 空き家、空き施設の実態調査及び除却の促進 県、市   ○ 

低減 

（ハード） 

避難路の確保 消防活動困難区域における狭あい道路の解消 市   ○ 

建築物等の耐震化 

・防災化 
建築物等の耐震診断や耐震改修の促進 市  ○  

水害の防止 道路側溝の整備、土のう・排水ポンプの配備 市  ○  

低減 

（ソフト） 

避難体制の整備 避難行動要支援者等の避難対策の検討推進 市 ○   
災害リスクの周知 ハザードマップの作成・周知 市 ○   

市民の防災意識向上 
自主防災組織が未組織の地域への組織化促進、活
動費補助と活動内容の助言・指導による活性化 

市 ○   

 

表 3 防災指針の目標指標及び目標値 

目標指標 基準値 目標値 

自主防災組織の組織率 
80.0% 
〈令和 6（2024）年〉 

現状以上 

住宅の耐震化率 
79% 
〈令和 5（2023）年〉 

91% 
〈令和 9（2027）年〉 

防災指針 

津波浸水想定区域に 

要配慮者利用施設が立地 

緊急輸送ルートの

一部で洪水浸水 

リスクあり 

避難施設からの高齢者徒歩圏外

に津波浸水リスクあり 
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本計画の策定後、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備、居住誘導区域外での所定の開発・建築行為

や、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止を行う場合、着手 30 日前までに所定の届出が必要とな

ります。 

届出内容が立地適正化計画の方針に対して支障を及ぼす場合、市は届出をした者に対して内容の見直

し等について調整を行う場合があるほか、調整が不調となった場合、都市再生法に基づく助言・勧告を行

う場合があります。 

 

表 4 届出の対象となる行為の例 

都市機能誘導区域外 
誘導施設の開発行為 ⚫ 誘導施設を有する建築物

の建築目的の開発行為 

誘導施設の建築等行為 ⚫ 誘導施設を有する建築物

を新築しようとする場合 

⚫ 建築物を改築・用途変更

し、誘導施設を有する建築

物とする場合 

都市機能誘導区域内 
誘導施設の休廃止 ⚫ 誘導施設を休止または廃

止しようとする場合 

居住誘導区域外 
⚫ 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為、新築 

⚫ 1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模

が 1,000m2以上もの 

⚫ 3 戸以上の住宅への改築・用途変更 

 

誘導施策の進捗状況やその妥当性等を精査・検討するために評価指標を定めます。併せて、評価指標を

達成した際に期待される効果を評価する指標として目標値を定めます。解決すべき課題やまちづくりの

方針・方向性、誘導施策を踏まえて、評価指標及び目標値は以下のとおりとします。 

 

表 5 評価指標及び目標値 
評価 評価の種類 評価指標 現況値（2025 年） 目標値（2045 年） 

直接評価 都市機能誘導 市全体の誘導施設数に占める都市機
能誘導区域内の誘導施設数の割合 

92.6％ 現状以上 

都市機能誘導区域内における標準的
都市施設の立地状況 

行政施設：1 
介護福祉施設：1 
子育て施設：1 
商業施設：9 
医療施設：2 
金融機関：6 
教育・文化施設：1 
交通施設：4 

現状以上 

居住誘導 市全体の人口に占める居住誘導区域
内の人口の割合 

51.0％ 55.1％ 

居住誘導区域内の人口密度 24.6 人/ha 現状以上 

間接評価 防災 ハザードエリアに居住する人口の割
合 

14.7% 14.2% 

公共交通 公共交通の人口カバー率 91.9% 現状以上 

公共交通利用者割合 5.3% 現状以上 

予約型乗合バス（みなとーる）の利
用者数 

269 人/日 231 人/日 

土地利用 居住誘導区域内の低未利用地面積 0.33ha 0ha 

財政 誘導区域内の公示地価の変化率 24,900 円/㎡ 現状以上 

施策の 
取組状況 

取組状況 誘導施策の着手済み件数 0 件 14 件（100%） 

届出制度 

目標指標と進行管理 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境港市立地適正化計画 

 

境港市建設部都市整備課 

〒684-8501 

鳥取県境港市上道町 3000 

TEL：0859-47-1066 

E-Mail：toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp 


